
職員の職務の級の分類に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成21年３月31日

鳥取県人事委員会委員長 曽 我 紀 厚

鳥取県人事委員会規則第20号

職員の職務の級の分類に関する規則の一部を改正する規則

第１条 職員の職務の級の分類に関する規則（平成18年鳥取県人事委員会規則第１号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該

改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削

り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正表」という。）に対応する次の

表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正後表」という。）が存在する場合には、

当該改正表を当該改正後表に改め、改正表に対応する改正後表が存在しない場合には、当該改正表を削り、改

正後表に対応する改正表が存在しない場合には、当該改正後表を加える。

改 正 後 改 正 前

別表第１ 行政職給料表級別職務分類表（第２条関係） 別表第１ 行政職給料表級別職務分類表（第２条関係）

職務の級 職務の級
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

組織 組織

知 本 略 知 本 略

事 庁 企 政策企画総室 次世代 次世代 総室長 事 庁 企 政策企画課 課長

の 画 改革チ 改革チ の 画

事 部 ームの ームの 事 部

務 チーム チーム 務

部 長 長 部

局 略 局 略

福 略 福 略

祉 子育て支援総 総室長 祉 子育て支援総 保育・ 保育・ 総室長

保 室 保 室 幼児教 幼児教 保育・

健 健 育チー 育チー 幼児教

部 部 ムのチ ムのチ 育チー

ーム長 ーム長 ムのチ

母子・ 母子・ 母子・ 母子・ ーム長

児童養 児童養 母子・ 児童養 児童養

護チー 護チー 児童養 護チー 護チー

ムのチ ムのチ 護チー ムのチ ムのチ

ーム長 ーム長 ムのチ ーム長 ーム長

ーム長

生 略 生 略

活 衛生環境研究 課長 課長 次長 活 衛生環境研究 課長 課長 次長

環 所 環 所

境 砂丘事務所 所長 境

部 く ら 消費生 次長 次長 所長 部 消費生活セン 次長 次長

し の 活セン ター

安 心 ター

局

農 略 農 略

林 農業大学校 課長 課長 次長 林 農業大学校 課長 課長 次長

水 部長 水 部長

産 森林・林業総 総室長 産

部 室 部

略 略

略 略

本庁共通（前各項 主事 主事 係長 課長補 課長補 課長 副局長 次長 部長 本庁共通（前各項 主事 主事 係長 課長補 課長補 課長 副局長 次長 部長

に職が掲げられて 秘書 秘書 秘書 佐 佐 室長 所長 防災監 防災監 に職が掲げられて 秘書 秘書 秘書 佐 佐 室長 所長 防災監 防災監

いる場合は、当該 機械技 機械技 主計員 室長補 室長補 所長 校長 局長 行政監 いる場合は、当該 機械技 機械技 主計員 室長補 室長補 所長 校長 局長 行政監

職については本項 師 師 企画員 佐 佐 企画調 院長 総室長 察監 職については本項 師 師 企画員 佐 佐 企画調 院長 総室長 察監

の規定を適用しな 電気技 電気技 広報企 秘書 秘書 整幹 参事監 行政監 の規定を適用しな 電気技 電気技 広報企 秘書 秘書 整幹 参事監 行政監

い。） 師 師 画員 総括主 総括主 民工芸 察監 い。） 師 師 画員 総括主 総括主 民工芸 察監

薬剤師 薬剤師 副主幹 計員 計員 振興官 理事監 薬剤師 薬剤師 副主幹 計員 計員 振興官 理事監



衛生技 衛生技 教務主 主計員 主計員 チーム 衛生技 衛生技 教務主 主計員 主計員 チーム

師 師 任 税務主 税務主 長 師 師 任 税務主 税務主 長

理学療 理学療 監察員 幹 幹 校長 理学療 理学療 監察員 幹 幹 校長

法士 法士 理学療 主任監 主任監 院長 法士 法士 理学療 主任監 主任監 院長

保健師 保健師 法主任 察員 察員 参事 保健師 保健師 法主任 察員 察員 参事

看護師 看護師 栄養主 教授 教授 主任教 看護師 看護師 栄養主 教授 教授 主任教

栄養士 栄養士 任 教務主 教務主 授 栄養士 栄養士 任 教務主 教務主 授

歯科衛 歯科衛 歯科衛 幹 幹 総括検 歯科衛 歯科衛 歯科衛 幹 幹 総括検

生士 生士 生主任 企画員 企画員 査専門 生士 生士 生主任 企画員 企画員 査専門

商工技 商工技 農業専 広報企 広報企 員 商工技 商工技 農業専 広報企 広報企 員

師 師 門技術 画員 画員 検査専 師 師 門技術 画員 画員 検査専

農林技 農林技 員 専技主 専技主 門員 農林技 農林技 員 専技主 専技主 門員

師 師 林業専 幹 幹 師 師 林業専 幹 幹

造園技 造園技 門技術 用地主 用地主 造園技 造園技 門技術 用地主 用地主

師 師 員 幹 幹 師 師 員 幹 幹

水産技 水産技 助教授 検査主 検査主 水産技 水産技 助教授 検査主 検査主

師 師 講師 幹 幹 師 師 講師 幹 幹

土木技 土木技 筆頭主 筆頭主 土木技 土木技

師 師 幹 幹 師 師

建築技 建築技 主幹 主幹 建築技 建築技 主幹 主幹

師 師 師 師

講師 講師 講師 講師

地 総 各 県 日野県 庶務会 庶務会 地 総 各 福 日野福 局長

方 合 総 民 民局 計チー 計チー 方 合 総 祉 祉保健

機 事 合 局 ムのチ ムのチ 機 事 合 保 局

関 務 事 ーム長 ーム長 関 務 事 健 福祉保 室長 室長

所 務 県税局 副局長 所 務 局 健局共

所 福 日野福 局長 所 通（前

祉 祉保健 項に職

保 局 が掲げ

健 福祉保 室長 室長 られて

局 健局共 いる場

通（前 合は、

項に職 当該職

が掲げ につい

られて ては本

いる場 項の規

合は、 定を適

当該職 用しな

につい い。）

ては本

項の規

定を適

用しな

い。）

略 略

総合事務所共 課長補 課長補 副局長 局長 所長 所長 総合事務所共 企画員 課長補 課長補 副局長 局長 所長 所長

通（前各項に 佐 佐 課長 副局長 通（前各項に 佐 佐 課長 副局長

職が掲げられ 室長補 室長補 室長 職が掲げられ 室長補 室長補 室長

て い る 場 合 佐 佐 チーム て い る 場 合 佐 佐

は、当該職に 次長 次長 長 は、当該職に 次長 次長

ついては本項 館長 ついては本項 企画員 企画員 館長

の規定を適用 の規定を適用

しない。） しない。）

略 略

関西本部 観光・ 観光・ 企業立 本部長 本部長 関西本部 観光・ 観光・ 企業立 本部長 本部長

情報発 情報発 地・産 情報発 情報発 地・産

信チー 信チー 業チー 信チー 信チー 業チー

ムのチ ムのチ ムのチ ムのチ ムのチ ムのチ

ーム長 ーム長 ーム長 ーム長 ーム長 ーム長

販路開 販路開 副本部 販路開 販路開

拓チー 拓チー 長 拓チー 拓チー

ムのチ ムのチ ムのチ ムのチ

ーム長 ーム長 ーム長 ーム長

略 略

皆 養護課 課長 皆成学園 所長 所長 園長 園長

成 皆成学園共通 所長 所長 園長 園長 次長 次長 所長

学 （前項に職が 次長 次長 所長 課長 課長 次長

園 掲げられてい 課長 課長 次長 課長補 課長補

る場合は、当 課長補 課長補 佐 佐

該職について 佐 佐

は本項の規定

を 適 用 し な

い。）

略 略

高等技術専門校 課長 課長 校長 高等技術専門校 課長 課長 校長

鳥取二十世紀梨記 館長補 館長補 館長

念館 佐 佐

略 略

水産試験場 課長 課長 水産試験場 課長 課長



栽培漁業センター 課長 課長

略 略

地方機関共通（前 主事 主事 係長 主幹 主幹 参事 地方機関共通（前 主事 主事 係長 主幹 主幹 参事

各項に職が掲げら 学芸員 学芸員 副主幹 企画員 企画員 税務専 各項に職が掲げら 学芸員 学芸員 副主幹 税務専

れている場合は、 機械技 機械技 企画員 税務主 税務主 門員 れている場合は、 機械技 機械技 税務主 税務主 門員

当該職については 師 師 査察指 幹 幹 用地専 当該職については 師 師 査察指 幹 幹 用地専

本項の規定を適用 電気技 電気技 導員 普及主 普及主 門員 本項の規定を適用 電気技 電気技 導員 普及主 普及主 門員

しない。） 師 師 身体障 幹 幹 しない。） 師 師 身体障 幹 幹

衛生技 衛生技 害者福 用地主 用地主 衛生技 衛生技 害者福 用地主 用地主

師 師 祉司 幹 幹 師 師 祉司 幹 幹

商工技 商工技 知的障 商工技 商工技 知的障

師 師 害者福 師 師 害者福

農林技 農林技 祉司 農林技 農林技 祉司

師 師 保育士 師 師 保育士

造園技 造園技 長 造園技 造園技 長

師 師 副保育 師 師 副保育

水産技 水産技 士長 水産技 水産技 士長

師 師 精神保 師 師 精神保

土木技 土木技 健福祉 土木技 土木技 健福祉

師 師 主任 師 師 主任

建築技 建築技 児童福 建築技 建築技 児童福

師 師 祉主任 師 師 祉主任

精神保 精神保 社会福 精神保 精神保 社会福

健福祉 健福祉 祉主任 健福祉 健福祉 祉主任

士 士 精神福 士 士 精神福

児童福 児童福 祉主任 児童福 児童福 祉主任

祉司 祉司 心理療 祉司 祉司 心理療

社会福 社会福 法主任 社会福 社会福 法主任

祉主事 祉主事 心理判 祉主事 祉主事 心理判

精神福 精神福 定主任 精神福 精神福 定主任

祉主事 祉主事 児童心 祉主事 祉主事

心理療 心理療 理主任 心理療 心理療

法士 法士 児童指 法士 法士 児童指

心理判 心理判 導主任 心理判 心理判 導主任

定員 定員 栄養主 定員 定員 栄養主

児童心 児童心 任 任

理司 理司 職業訓 職業訓

児童自 児童自 練指導 児童自 児童自 練指導

立支援 立支援 主任 立支援 立支援 主任

専門員 専門員 専門員 専門員

児童指 児童指 児童指 児童指

導員 導員 導員 導員

生活指 生活指

導員 導員

保健師 保健師 保健師 保健師

改良普 改良普 改良普 改良普

及員 及員 及員 及員

林業改 林業改 林業改 林業改

良指導 良指導 良指導 良指導

員 員 員 員

児童生 児童生 児童生 児童生

活支援 活支援 活支援 活支援

員 員 員 員

保育士 保育士 保育士 保育士

医療ソ 医療ソ 医療ソ 医療ソ

ーシャ ーシャ ーシャ ーシャ

ルワー ルワー ルワー ルワー

カー カー カー カー

栄養士 栄養士 栄養士 栄養士

職業訓 職業訓 職業訓 職業訓

練指導 練指導 練指導 練指導

員 員 員 員

略 略

教 略 教 略

育 教 教育センター 次長 所長 所長 育 教 教育センター 課長補 課長補 次長 所長 所長

委 育 課長 委 育 佐 佐 課長

員 機 室長 員 機 室長

会 関 略 会 関 略

事 博物館 学芸員 学芸員 課長補 課長補 副館長 館長 館長 事 博物館 学芸員 学芸員 課長補 課長補 副館長 館長 館長

務 補 補 佐 佐 課長 務 補 補 佐 佐 課長

局 局 スポーツセンター 次長 次長 所長 所長

及 略 及 略

び 略 び 略

教 教

育 育

機 機

関 関

略 略

人事委員会事務局 主事 主事 副主幹 課長 課長 次長 事務局 事務局 人事委員会事務局 主事 主事 課長補 課長 課長 次長 事務局 事務局

長 長 佐 長 長



略 略

備考 略 備考 略

別表第５ 研究職給料表級別職務分類表（第２条関係） 別表第５ 研究職給料表級別職務分類表（第２条関係）

職務の級 職務の級
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

組織 組織

知事の事 略 知事の事 略

務部局 水産試験場 部長 場長 場長 務部局 水産試験場 場長 場長

知事の事務部局共通（前 分場長 知事の事務部局共通（前 学芸員 学芸員 分場長 所長

各項に職が掲げられて 研究員 研究員 室長 場長 各項に職が掲げられて 研究員 研究員 室長 場長

いる場合は、当該職に 試験地長 次長 いる場合は、当該職に 試験地長 次長

ついては本項の規定を 特別研究員 ついては本項の規定を 特別研究員

適用しない。） 研究主任 適用しない。） 研究主任

略 略

備考 略 備考 略

別表第６ 医療職給料表(１)級別職務分類表（第２条関係） 別表第６ 医療職給料表(１)級別職務分類表（第２条関係）

職務の級 職務の級
１級 ２級 ３級 ４級 １級 ２級 ３級 ４級

組織 組織

知事の 略 知事の 略

事務部 本庁 略 事務部 本庁 略

局 本庁共通 （前項に職が 研究員 室長 所長 部長 局 本庁共通 （前項に職が 研究員 室長 所長 部長

掲げられている場合は、 研究員 次長 次長 掲げられている場合は、 研究員 次長 次長

当該職については本項 参事監 参事監 当該職については本項 参事監 参事監

の規定を適用しない。） 医療政策監 医療政策監 の規定を適用しない。）

課長 課長

室長 室長

研究員 研究員

参事 参事

略 略

別表第７ 医療職給料表(２)級別職務分類表（第２条関係） 別表第７ 医療職給料表(２)級別職務分類表（第２条関係）

職務の級 職務の級
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

組織 組織

知 総合事 略 知 総合事 略

事 務所 総合事務所 課長補佐 副局長 局長 事 務所 総合事務所 課長補佐 副局長 局長

の 共通（前項 課長 の 共通（前項 課長

事 に職が掲げ 参事 事 に職が掲げ

務 られている 務 られている

部 場合は、当 部 場合は、当

局 該職につい 局 該職につい

ては本項の ては本項の

規定を適用 規定を適用

しない。） しない。）

略 略

備考 略 備考 略

別表第９ 海事職給料表級別職務分類表（第２条関係） 別表第９ 海事職給料表級別職務分類表（第２条関係）

職務の級 職務の級
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

組織 組織

知事の事務部局 航海士 航海士 船長 船長 知事の事 境港水産事務所 航海士 航海士 船長

機関士 機関士 機関長 機関長 務部局 機関士 機関士 機関長

通信士 通信士 航海士長 通信士 通信士 航海士長

水産試験場 航海士 航海士 船長 船長

機関士 機関士 機関長 機関長

通信士 通信士 航海士長

略 略

第２条 職員の職務の級の分類に関する規則の一部を次のように改正する。

別表第３及び別表第４を次のように改める。

別表第３ 教育職給料表(１)級別職務分類表（第２条関係）

職務の級
１級 ２級 特２級 ３級 ４級

組織

教育機関及教育機関 学校 助教諭 教諭 主幹教諭 副校長 校長

び教育委員 養護助教諭 養護教諭 教頭

会事務局 講師 栄養教諭

実習助手 実習教諭

寄宿舎指導員 講師

寄宿舎主任

寄宿舎副主任

教育セン 係長 係長 係長

ター 指導主事 指導主事



研修主事 研修主事

図書館 課長 課長 課長

係長 係長 係長

資料相談員 資料相談員

博物館 専門員 専門員

学芸員補 学芸員補

青年の家 係長 係長 係長

専門指導員 専門指導員

少年自然 係長 係長 係長

の家 専門指導員 専門指導員

埋蔵文化財 係長 係長 係長

センター 副主幹 副主幹 副主幹

文化財主事 文化財主事

教育委員会事務局 係長 係長 指導主査

副主幹 副主幹 社会教育主査

指導主事 指導主事 高校教育主査

社会教育主事 社会教育主事 文化財主査

管理主事 管理主事 係長

文化財主事 文化財主事 副主幹

健康管理主事 健康管理主事

市町村立学校 助教諭 教諭 副校長 校長

養護助教諭 養護教諭 教頭

講師 栄養教諭

講師

知事の事務本庁 副主幹 副主幹

部局 専門員 専門員

企画員 企画員

地方機関 総合事務 文化財主事 文化財主事

所

公文書館 室長 室長

総括専門員 総括専門員

専門員 専門員

男女共同 企画員 企画員

参画セン

ター

皆成学園 副主幹 副主幹

専門指導員 専門指導員

福祉相談 副主幹 副主幹

センター

児童相談 副主幹 副主幹

所

保育専門 部長

学院 講師

鳥取看護 副校長 副校長

専門学校 教務主幹

教務主任

講師

倉吉総合 副校長 副校長

看護専門 部長

学校 教務主幹

教務主任

講師

別表第４ 教育職給料表(２)級別職務分類表（第２条関係）

職務の級



１級 ２級 特２級 ３級 ４級
組織

市町村立学校 助教諭 教諭 副校長 校長

養護助教諭 養護教諭 教頭

講師 栄養教諭

講師

共同調理場 栄養教諭

教育機関及教育機関 教育セン 係長 係長 係長

び教育委員 ター 指導主事 指導主事

会事務局 研修主事 研修主事

図書館 課長 課長 課長

係長 係長 係長

資料相談員 資料相談員

博物館 専門員 専門員

学芸員補 学芸員補

青年の家 係長 係長 係長

専門指導員 専門指導員

少年自然 係長 係長 係長

の家 専門指導員 専門指導員

埋蔵文化財 係長 係長 係長

センター 副主幹 副主幹 副主幹

文化財主事 文化財主事

教育委員本庁 係長 係長 指導主査

会事務局 副主幹 副主幹 社会教育主査

指導主事 指導主事 義務教育主査

社会教育主事 社会教育主事 文化財主査

管理主事 管理主事 係長

文化財主事 文化財主事 副主幹

健康管理主事 健康管理主事

地 教育局 係長 係長 係長

方 指導主事 指導主事

機 管理主事 管理主事

関 妻木晩 係長 係長 係長

田遺跡 文化財主事 文化財主事

事務所

知事の事務本庁 副主幹 副主幹

部局 専門員 専門員

企画員 企画員

地方機関 総合事務 文化財主事 文化財主事

所

公文書館 室長 室長

総括専門員 総括専門員

専門員 専門員

男女共同 企画員 企画員

参画セン

ター

皆成学園 副主幹 副主幹

専門指導員 専門指導員

福祉相談 副主幹 副主幹

センター

児童相談 副主幹 副主幹

所

附 則

この規則は、平成21年４月１日から施行する。


